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荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六
―
一
七
二
八
）
は
日
本
政
治
思
想
史
の
領
域
に
お
い
て
、
丸
山

真
男
に
よ
っ
て
「
日
本
の
近
代
的
思
惟
の
先
駆
」
で
あ
る
と
称
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

王
船
山
（
名
は
夫
之
、
一
六
一
九
―
一
六
九
二
）
も
か
つ
て
、
侯
外
廬
に
よ
っ
て
「
中
国

の
近
代
的
思
惟
活
動
を
切
り
開
い
た
」（
注
１
）
と
評
さ
れ
た
。
彼
ら
二
人
の
思
想
の
中
に
、

い
わ
ゆ
る
「
近
代
性
」
（
注
２
）
と
い
う
も
の
が
具
わ
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
日
中
の
多
く
の
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
疑
問
を
提
示
し
て
き
た
。
し
か

し
そ
の
疑
問
も
、
ほ
ぼ
同
時
期
を
生
き
た
彼
ら
が
東
ア
ジ
ア
儒
学
史
に
お
い
て
担
っ
た
で

あ
ろ
う
、
前
後
の
橋
渡
し
と
な
る
作
用
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
両

者
の
思
想
を
併
せ
て
論
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
東
ア
ジ
ア
の
近
世
後
期
儒
学
の
展
開
に
内
在

す
る
ロ
ジ
ッ
ク
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。 

具
体
的
に
言
え
ば
、
「
制
作
」
は
徂
徠
の
思
想
に
お
い
て
丸
山
に
「
近
代
の
先
駆
」
と

い
う
称
号
を
貼
ら
れ
た
核
心
的
な
根
拠
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
徂
徠
の
強
調
し

た
こ
の
概
念
が
、
中
国
儒
学
の
伝
統
に
お
け
る
意
義
と
ど
の
よ
う
な
関
連
を
持
っ
て
お

り
、
ま
た
徂
徠
の
後
学
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
位
置
に
置
か
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
丸
山
の
研
究
で
は
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
丸
山
が

強
調
し
た
徂
徠
の
「
制
作
」
に
は
、
あ
る
い
は
さ
ら
な
る
考
察
の
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
ま
た
、
丸
山
は
「
制
作
」
の
徂
徠
の
思
想
に
お
け
る
「
近
代
性
」
を
す
る
ど
く
見

抜
い
た
が
、
こ
れ
は
同
時
期
で
あ
る
清
代
初
期
の
道
学
の
発
展
状
況
を
考
え
る
こ
と
を
啓

発
し
う
る
も
の
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
儒
学
自
体
の
展
開
に
内
在
す
る
ロ
ジ
ッ
ク
を
見
つ

け
出
す
こ
と
へ
と
導
き
う
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。 

丸
山
が
「
制
作
」
を
「
近
代
化
」
と
読
み
解
い
た
他
に
、
子
安
宣
邦
は
「
外
部
性
」
と

い
う
視
点
に
よ
っ
て
「
制
作
」
の
も
う
一
つ
の
読
み
解
き
方
を
提
示
し
た
。
こ
れ
は
つ
ま

り
、
徂
徠
の
「
制
作
」
は
内
と
外
の
二
層
の
次
元
を
持
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
子
安
は
「
制
作
」
の
「
外
部
性
」
を
強
調
す
る
が
、
徂
徠
学
の
「
内
」

に
対
す
る
関
心
に
は
目
を
向
け
て
い
な
い
。 

し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
こ
の
二
つ
の
「
制
作
」
に
対
す
る
解
釈
の
視
点
を
統
合
し
、

徂
徠
学
に
お
け
る
「
制
作
」
と
い
う
概
念
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
徂
徠
学
の
意
義
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を
新
た
に
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
近
世
後
期
の
東
ア
ジ
ア
儒
学
の
展
開
に
内
在
す
る
ロ

ジ
ッ
ク
、
す
な
わ
ち
「
儒
学
式
近
代
化
」
と
い
う
も
の
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
を
試
み
た
い
。 

 

一 

「
制
作
」
の
論
理
矛
盾
と
「
倣
傚
」
の
ロ
ジ
ッ
ク 

 

丸
山
は
日
本
思
想
史
自
体
の
発
展
の
脈
略
の
中
で
、
「
近
代
性
」
の
要
素
、
す
な
わ
ち

封
建
制
度
を
瓦
解
さ
せ
る
思
惟
方
式
が
す
で
に
備
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
確
信
し

た
。
そ
し
て
当
然
こ
の
思
惟
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
当
時
の
社
会
状
況
と
直
接
的
な
関
係
は
無

く
、
漸
次
的
に
展
開
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
徂
徠
の
思
想
は
、
す
な
わ
ち
そ
の
中

で
も
最
も
鍵
と
な
る
タ
ー
ム
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。 

 

さ
う
し
て
荻
生
徂
徠
は
「
道
は
事
物
当
行
の
理
に
て
も
無
之
、
天
地
自
然
の
道
に

て
も
無
之
、
聖
人
の
建
立
被
成
た
る
道
」
（
徂
徠
先
生
答
問
書
下
）
だ
と
い
ふ
そ
の

有
名
な
命
題
を
以
て
、
「
誰
か
」
と
い
ふ
問
題
の
近
世
最
初
の
提
起
者
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
（
注
３
） 

 

丸
山
か
ら
す
る
と
、
林
羅
山
（
一
五
八
三
―
一
六
五
七
）
を
筆
頭
と
す
る
日
本
の
朱
子

学
者
が
、
既
定
の
政
治
秩
序
を
守
る
自
然
秩
序
観
の
代
表
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
主
体
的
人

格
（
聖
人
）
を
自
然
法
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
に
し
よ
う
と
試
み
る
合
理
性
を
持
っ
た
徂

徠
は
、「
近
代
の
先
駆
」
と
い
う
役
割
を
演
じ
る
こ
と
と
な
る
。
丸
山
は
徂
徠
の
言
う
「
聖

人
」
の
独
自
性
に
非
常
に
注
目
し
、
「
制
作
」
と
い
う
語
は
す
な
わ
ち
「
近
代
性
」
を
指

向
す
る
鍵
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。 

 

さ
う
し
て
か
か
る
道
の
制
作
者
が
ほ
か
な
ら
ぬ
聖
人
で
あ
り
、
逆
に
聖
人
と
は
道

の
制
作
者
の
称
で
あ
る
。
か
く
聖
人
概
念
を
専
ら
先
王
と
い
ふ
歴
史
的
実
在
に
限

定
し
た
こ
と
は
、
徂
徠
学
を
従
来
の
あ
ら
ゆ
る
儒
教
思
想
か
ら
決
定
的
に
別
つ
重

要
な
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
（
注
４
） 

 

丸
山
の
推
断
か
ら
見
る
と
、
聖
人
の
概
念
は
、
徂
徠
学
と
従
来
の
儒
学
と
の
根
本
的
な

差
異
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
徂
徠
は
「
学
ん
で
以
て
聖
と
成
る
」
と
い
う
道
筋
を
断
ち
切

っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
聖
人
は
、
か
え
っ
て
丸
山
が
し
ば
し
ば
「
絶
対
的
」
と
言
う
よ

う
な
人
格
性
を
備
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
つ
ま
り
、
丸
山
の
目
に
は
、
近
代
西
洋

に
お
け
る
主
体
性
の
覚
醒
と
充
分
比
肩
し
う
る
兆
し
で
あ
っ
た
と
映
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
丸
山
は
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
問
題
に
も
考
察
を
試
み
る
。
す
な
わ
ち
、
徂
徠

に
よ
っ
て
聖
人
は
中
国
古
代
の
堯
・
舜
・
禹
・
湯
・
文
・
武
・
周
公
の
七
人
の
先
王
に
限

定
さ
れ
、
孔
子
で
す
ら
そ
の
列
に
加
わ
る
こ
と
が
叶
わ
な
く
な
っ
た
が
（
注
５
）
、
そ
う
だ

と
す
る
と
、
徳
川
吉
宗
（
一
六
八
四
―
一
七
五
一
）
が
始
め
た
「
享
保
の
改
革
」
の
儒
学

に
お
け
る
合
法
性
と
い
う
も
の
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。 

 

「
先
王
の
作
為
」
の
論
理
の
一
切
の
時
代
へ
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

イ
デ
ー
に
対
す
る
ペ
ル
ゾ
ー
ン
の
優
位
は
徹
底
さ
れ
、
か
く
て
政
治
的
支
配
者
の

危
機
克
服
の
た
め
の
―
―
未
来
に
向
っ
て
の
―
―
作
為
が
可
能
と
な
る
の
で
あ

る
。
徂
徠
に
於
て
聖
人
の
道
は
時
代
と
場
所
を
超
越
し
た
普
遍
妥
当
性
を
持
っ
て

ゐ
る
。
（
注
６
） 

 

も
し
「
先
王
の
作
為
」
の
可
能
性
を
各
時
代
の
建
国
の
君
主
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
新
た

な
制
度
構
築
は
合
法
性
を
確
か
に
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
し
て
み
る
と
、「
作

者
之
を
聖
と
謂
う
（
作
者
謂
之
聖
）
」
と
い
う
定
義
（
注
７
）
に
よ
れ
ば
、
新
し
い
制
度
を

設
立
し
た
あ
ら
ゆ
る
建
国
の
君
主
は
、
み
な
「
聖
人
」
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
し
か
し

こ
れ
は
徂
徠
が
「
聖
人
」
を
古
代
の
先
王
数
人
に
限
定
し
た
こ
と
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
は
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な
る
ま
い
か
。
こ
の
よ
う
に
、
丸
山
が
読
み
解
い
た
「
制
作
」
が
直
面
し
た
最
大
の
問
題

と
い
う
も
の
は
、
聖
人
が
複
製
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
し
ま
う
と
、
こ
の
種
の
主

体
性
は
ご
く
わ
ず
か
な
人
物
に
の
み
制
限
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
で
は
ど
う
す
れ
ば
そ
れ

を
現
実
中
に
再
び
現
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
矛

盾
に
対
し
て
、
丸
山
が
す
で
に
こ
の
よ
う
な
考
え
を
示
し
て
い
る
。 

 

徂
徠
の
前
に
置
か
れ
た
政
治
的
課
題
は
二
つ
あ
つ
た
。
一
は
封
建
社
会
の
依
っ
て

立
つ
根
本
規
範
の
新
た
な
基
礎
づ
け
と
、
他
は
現
実
の
社
会
的
混
乱
を
克
服
す
べ

き
強
力
な
政
治
的
処
置
の
提
示
と
。
第
一
の
課
題
に
対
し
て
は
そ
の
根
本
規
範
の

妥
当
性
を
、
絶
対
化
さ
れ
た
聖
人
の
作
為
に
帰
属
せ
し
め
る
こ
と
を
以
て
足
り
よ

う
。
し
か
し
な
が
ら
も
し
「
作
為
」
の
論
理
が
古
代
聖
人
に
限
定
さ
れ
、
歴
史
的
過

去
の
み
閉
ぢ
込
め
ら
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
第
二
の
課
題
を
解
決
す
べ
き
思
想
的

条
件
を
満
し
え
な
い
。
（
注
８
） 

 

す
な
わ
ち
、
徂
徠
の
「
制
作
」
説
が
聖
人
を
歴
史
の
中
に
限
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
を
認
め
て
し
ま
う
と
、
現
実
の
改
革
は
理
論
上
の
合
理
性
を
備
え
な
い
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
問
題
の
焦
点
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
聖
人
の
絶
対
性
を
肯
定
し
、
か
つ

後
世
の
改
革
に
合
法
性
の
根
拠
と
な
る
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
点

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
の
と
こ
ろ
、
徂
徠
は
「
聖
人
」
と
い
う
最
高
位
を
設
置
し

た
の
ち
に
、
後
代
の
君
主
の
た
め
に
「
聖
人
」
と
は
異
な
る
位
を
用
意
し
て
い
た
。
そ
れ

が
す
な
わ
ち
「
仁
人
」
で
あ
る
。 

 

蓋
し
後
王
・
君
子
は
、
先
王
の
礼
楽
を
奉
じ
て
こ
れ
を
行
い
、
敢
て
違
背
せ
ず
。
而

し
て
礼
楽
刑
政
は
、
先
王
是
を
以
て
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
を
尽
く
せ
り
。
是
れ

謂
う
所
の
仁
な
り
。
後
王
・
君
子
も
、
亦
た
唯
だ
先
王
の
礼
楽
の
教
え
に
順
い
て
、

以
て
仁
人
為
る
こ
と
を
得
し
の
み
。
是
れ
聖
人
は
学
ん
で
至
る
べ
か
ら
ず
、
仁
人

は
学
ん
で
能
く
す
べ
し
。
孔
子
、
人
に
教
う
る
に
仁
を
以
て
し
、
未
だ
嘗
て
聖
と
作

る
を
以
て
之
に
強
い
ざ
り
し
は
、
是
が
為
の
故
な
り
。
（
注
９
） 

 

右
の
文
は
、
丸
山
の
論
理
矛
盾
を
解
き
ほ
ぐ
す
た
め
に
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
徂
徠

は
右
の
よ
う
に
述
べ
る
中
で
、
聖
人
を
「
学
ん
で
至
る
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
最
高
位
に
押

し
上
げ
た
一
方
で
、
じ
つ
は
後
世
の
君
子
が
「
学
ん
で
能
く
す
」
べ
き
位
を
も
設
定
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
「
仁
人
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
後
代
の
王
や

君
子
は
礼
楽
を
制
作
す
る
主
体
な
ど
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
唯
だ
」

と
述
べ
な
が
ら
、
「
順
」
う
こ
と
こ
そ
が
唯
一
可
能
な
方
向
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
丸
山
が
謂
う
所
の
「
各
時
代
の
開
国
の
君
主
に
よ
る
、
そ
の
度
ご
と
の

作
為
」
（
注
10
）
と
い
う
も
の
は
、
実
際
に
は
徂
徠
が
こ
こ
に
お
い
て
限
定
し
た
「
順
」
と

合
致
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
そ
う
し
て
み
る
と
さ
ら
な
る
問
題
が
発
生
す
る
。
徂
徠
の
語
に
お
い
て
、
も

し
後
世
の
君
主
が
「
制
作
」
の
合
法
性
を
備
え
な
い
の
だ
と
す
る
と
、
彼
ら
が
制
定
す
る

制
度
の
合
理
性
は
ど
こ
に
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

『
政
談
』
は
徂
徠
が
徳
川
吉
宗
に
よ
る
「
享
保
の
改
革
」
の
実
施
の
た
め
の
提
言
書
で

あ
る
が
、
徂
徠
は
制
度
を
設
計
す
る
際
に
、
「
古
法
」
と
い
う
語
を
し
ば
し
ば
用
い
て
い

る
。
こ
の
「
古
法
」
と
は
、
ま
さ
に
「
先
王
の
礼
楽
の
教
え
」
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

徂
徠
が
献
策
し
た
改
革
や
制
度
と
い
う
も
の
は
、
全
く
新
し
い
制
度
で
あ
る
と
い
う
よ
り

か
は
、
現
下
の
日
本
に
お
い
て
「
古
法
」
を
再
現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
た

が
っ
て
、
先
王
の
「
制
作
」
を
現
実
と
類
比
す
る
必
要
が
な
い
の
は
、
徂
徠
か
ら
す
る
と

後
王
・
君
子
は
「
制
度
」
を
刷
新
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
く
、
先
王
の
「
制
作
」
す

な
わ
ち
「
古
法
」
を
模
倣
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
っ
た
。 

な
お
か
つ
徂
徠
の
「
聖
人
」
に
は
、
確
か
に
丸
山
が
言
う
よ
う
な
、
宗
教
学
的
な
意
味
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で
の
神
聖
性
の
よ
う
な
も
の
が
賦
与
さ
れ
て
い
る
が
（
注
11
）
、
し
か
し
た
と
え
そ
う
で
あ

ろ
う
と
も
、
徂
徠
が
現
実
の
日
本
の
統
治
者
の
た
め
に
現
状
を
改
革
せ
ん
と
画
策
し
た
こ

と
に
は
ま
っ
た
く
影
響
を
及
ぼ
し
は
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の
統
治
者
が
徂
徠
の

意
見
を
聴
い
て
民
を
安
ん
ず
る
こ
と
に
利
す
る
制
度
を
樹
立
し
た
と
し
て
も
、
聖
人
の

「
制
作
」
の
よ
う
な
、
「
無
」
か
ら
「
有
」
と
い
う
真
新
し
い
制
度
の
創
設
な
ど
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
現
下
の
統
治
者
は
、
和
漢
の
古
典
を
「
模
倣
」
し
、
先
王
の
制
に
依
拠

し
て
秩
序
を
打
ち
立
て
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
未
だ
か
つ

て
聖
人
の
「
制
作
」
の
現
れ
ざ
る
日
本
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
中
国
古
代
の
聖
人
が
「
制
作
」

し
た
と
こ
ろ
の
礼
楽
制
度
を
「
模
倣
」
し
て
い
く
こ
と
は
、
一
種
の
「
無
」
か
ら
「
有
」

の
制
度
構
築
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。 

こ
の
点
か
ら
、
丸
山
は
聖
人
の
「
制
作
」
に
よ
っ
て
各
時
代
の
開
国
の
君
主
に
も
合
理

性
が
あ
る
こ
と
を
類
比
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
し
か
し
こ
れ
は
も
は
や
聖
人
の
意
味
で
の

「
絶
対
的
制
作
」
で
は
な
く
、
一
種
の
「
模
倣
的
制
作
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
徂

徠
学
の
中
で
も
非
常
に
注
目
に
値
す
る
「
模
倣
の
ロ
ジ
ッ
ク
」
と
い
う
も
の
が
現
れ
る
。 

 

且
つ
学
の
道
、
倣
傚
を
本
と
為
す
。
故
に
孟
子
に
曰
く
、
堯
の
服
を
服
し
、
堯
の
言

を
誦
し
、
堯
の
行
を
行
え
ば
、
是
れ
堯
な
る
の
み
と
。
而
し
て
其
の
心
と
徳
と
の
何

如
を
問
わ
ざ
る
者
は
、
学
の
道
爾
り
と
為
す
。
（
中
略
）
故
に
其
の
始
め
て
学
ぶ
に

方
り
て
、
之
を
剽
窃
摸
擬
と
謂
う
も
、
亦
た
可
な
る
の
み
。
久
し
く
し
て
之
に
化

し
、
習
慣
天
性
の
如
け
れ
ば
、
外
よ
り
来
る
と
雖
も
、
我
と
一
と
為
る
。
（
注
12
） 

 

徂
徠
は
「
模
倣
」
を
学
の
道
の
根
本
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
模
倣
論
」
と
呼
ぶ
こ

と
が
で
き
よ
う
。
服
装
で
あ
れ
言
語
や
行
為
で
あ
れ
、
す
べ
て
は
「
身
体
」
の
「
外
」
の

方
面
で
の
標
準
で
あ
り
、
外
在
す
る
規
範
と
合
致
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
是
れ
堯
な
る

の
み
」
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
徂
徠
は
「
其
の
心
と
徳
と
の
何
如
を

問
わ
」
ず
と
補
足
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
宋
明
理
学
が
虎
の
子
と
し
た
「
心
」
と
「
徳
」

を
さ
ら
に
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
こ
か
ら
徂
徠
の
「
制
作
」
に

対
す
る
も
う
一
つ
の
読
み
解
き
方
が
引
き
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
子
安
宣
邦
の
「
外
部

性
」
で
あ
る
。 

 

徂
徠
〈
礼
楽
論
〉
を
構
成
し
て
い
る
の
は
人
間
に
つ
い
て
の
〈
外
部
〉
的
な
言
語
で

あ
る
。
さ
き
に
私
は
徂
徠
〈
礼
楽
論
〉
を
、
〈
自
然
〉
へ
の
対
抗
関
係
に
お
け
る
〈
作

為
〉
の
立
場
と
し
て
よ
り
は
、
も
し
ろ
〈
制
作
論
〉
と
と
ら
え
る
べ
き
こ
と
を
い
っ

た
。
「
制
作
」
と
は
〈
人
間
的
自
然
〉
を
ふ
ま
え
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
契
機
と
し
た
人
間
に
よ
る
自
己
の
〈
外
部
化
〉
の
営
み
で
あ
る
か
ぎ

り
、
〈
制
作
論
〉
的
な
命
題
に
は
〈
外
部
性
〉
が
つ
ら
ぬ
か
れ
る
。
（
注
13
） 

 

丸
山
が
強
調
し
た
「
制
作
」
の
「
政
治
性
」
と
比
較
す
る
と
、
子
安
宣
邦
が
提
示
し
よ

う
と
し
た
も
の
は
、
こ
の
概
念
が
具
え
る
「
外
部
性
」
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
特
徴
を
、
一
八
世
紀
の
思
想
空
間
の
中
に
ま
で
推
し
及
ぼ
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
子

安
か
ら
言
わ
せ
れ
ば
、
徂
徠
の
前
の
儒
者
が
よ
り
心
懸
け
た
こ
と
は
内
面
的
な
徳
性
の
涵

養
で
あ
り
、
徂
徠
が
関
心
を
払
っ
た
こ
と
は
外
的
な
「
天
下
を
安
ん
ず
る
」
こ
と
が
実
現

で
き
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
事
実
、
こ
れ
も
ま
た
徂
徠
学
派
が
反
徂
徠
学
者

か
ら
の
非
難
に
し
ば
し
ば
遭
う
こ
と
と
な
っ
た
、
重
要
な
理
由
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
徂
徠

学
は
「
外
」
を
重
ん
じ
て
「
内
」
を
軽
ん
じ
て
お
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
道
徳
的
な
要
求
を

軽
視
す
る
ど
こ
ろ
か
、
社
会
を
も
日
ご
と
に
退
廃
さ
せ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。 

し
か
し
問
題
な
の
は
、
徂
徠
は
な
ぜ
「
其
の
心
と
徳
と
の
何
如
を
問
わ
」
ず
と
言
っ
た

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
心
や
徳
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
内
」
の
も

の
は
重
要
で
は
な
か
っ
た
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
言
動
が

真
に
堯
と
等
し
く
な
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
「
内
」
に
あ
る
徳
性
は
お
の
ず
か
ら
形
成
さ
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れ
う
る
も
の
で
あ
る
、
と
も
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ

て
、
い
わ
ゆ
る
「
内
」
は
重
要
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
く
、
「
外
」
を

な
し
た
の
ち
に
自
然
と
で
き
あ
が
る
結
果
な
の
で
あ
る
。 

す
な
わ
ち
、
徂
徠
は
「
倣
傚
」
を
強
調
す
る
が
、
外
在
す
る
礼
楽
が
最
終
的
な
目
的
な

の
で
は
な
い
。
最
終
的
に
形
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
こ
そ
が
、
内
在
的
な
徳
性
な
の
で
あ
る
。

徂
徠
は
確
か
に
外
的
な
「
天
下
を
安
ん
ず
る
」
こ
と
を
非
常
に
重
視
し
た
が
、
こ
れ
は
内

在
す
る
徳
を
軽
視
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
徂
徠
は
伝
統
的
な
理
学

の
工
夫
論
と
は
異
な
る
ベ
ク
ト
ル
、
す
な
わ
ち
「
外
」
か
ら
「
内
」
へ
と
い
う
方
向
を
選

択
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。 

こ
の
「
外
」
か
ら
「
内
」
へ
の
移
行
は
、
「
故
に
君
子
は
学
を
貴
ぶ
。
学
ん
で
以
て
徳

を
成
す
、
自
然
に
勉
強
す
る
を
仮
ら
ず
（
故
君
子
貴
学
。
学
以
成
徳
、
自
然
不
仮
勉
強
）
」

（
注
14
）
と
い
う
よ
う
に
お
の
ず
か
ら
な
る
も
の
、
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
ひ
と
た
び
実

現
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
外
」
の
も
の
が
身
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
内
」

と
異
な
ら
ぬ
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
お
の
ず
か
ら
完
成
さ
れ
る
内
外
合
一

の
効
果
が
依
拠
す
る
と
こ
ろ
の
工
夫
論
こ
そ
「
倣
傚
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち
徂
徠

の
「
倣
傚
論
」
の
ロ
ジ
ッ
ク
な
の
で
あ
る
。 

 

二 

「
器
」
と
「
習
」
の
重
層
構
造 

  

徂
徠
の
「
制
作
」
論
を
考
察
の
対
象
と
し
て
、
丸
山
が
注
目
し
た
も
の
は
そ
の
「
近
代

性
」
で
あ
り
、
子
安
が
強
調
し
た
も
の
は
そ
の
「
外
部
性
」
で
あ
る
。
前
節
で
の
分
析
に

よ
っ
て
、
丸
山
の
徂
徠
の
「
聖
人
」
に
対
す
る
把
握
に
は
論
理
的
な
穴
が
存
在
し
、
子
安

の
「
外
部
性
」
の
議
論
は
徂
徠
の
内
な
る
徳
に
対
す
る
要
求
を
軽
視
し
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
。
「
制
作
」
説
そ
の
も
の
に
立
ち
返
り
、
そ
れ
を
徂
徠
の
思
想
の
文
脈
の

中
に
戻
し
て
み
る
と
、
「
礼
楽
を
制
作
す
る
（
制
作
礼
楽
）
」
（
注
15
）
と
は
外
在
す
る
礼

楽
制
度
を
意
味
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
そ
の
中
で
も
代
表
的

な
、
先
王
の
「
天
下
を
安
ん
ず
る
の
道
」
を
後
王
・
君
子
の
徳
に
内
面
化
さ
せ
る
こ
と
で

あ
り
、
こ
の
「
外
」
か
ら
「
内
」
へ
の
転
化
を
担
っ
た
も
の
こ
そ
、
ま
さ
し
く
徂
徠
が
謂

う
所
の
「
倣
傚
」
で
あ
っ
た
。
以
下
に
お
い
て
は
、
「
器
を
制
す
る
（
制
器
）
」
こ
と
と

「
習
を
以
て
性
を
言
う
（
以
習
言
性
）
」
こ
と
の
重
層
構
造
に
よ
っ
て
、
「
外
」
と
「
内
」

に
つ
い
て
の
議
論
を
展
開
さ
せ
て
い
き
た
い
。 

 

ま
ず
「
外
」
へ
と
延
長
し
て
い
く
「
器
を
制
す
る
」
こ
と
を
見
て
み
た
い
。
宋
学
が
強

調
す
る
内
省
の
工
夫
と
比
較
す
る
と
、
徂
徠
の
着
眼
点
は
確
か
に
い
わ
ゆ
る
「
倣
傚
」
に

あ
る
。
唯
一
徂
徠
が
自
分
と
「
肖
る
」
と
称
し
た
水
足
博
泉
（
一
七
〇
七
―
一
七
三
二
）

（
注
16
）
は
、
徂
徠
の
「
制
作
」
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
著
作
で

あ
る
『
太
平
策
』
に
は
「
制
器
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。 

 

聖
人
の
道
器
は
大
為
り
、
器
を
制
す
る
は
唯
だ
聖
人
の
み
之
を
能
く
す
。
（
注
17
） 

  

徂
徠
は
か
つ
て
「
制
作
」
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
「
聖
人
」
を
限
定
す
る
こ
と
を
行
っ

た
が
、
博
泉
は
こ
の
「
制
作
」
を
、
さ
ら
に
具
体
的
に
「
器
」
を
制
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
と
し
た
。 

 

聖
人
は
因
り
て
礼
楽
の
教
を
設
く
。
礼
楽
は
大
な
り
と
雖
も
、
其
の
実
は
皆
な
器

な
り
。
俎
豆
・
玉
帛
・
鐘
鼓
・
管
弦
、
君
子
は
之
を
用
い
、
以
て
礼
楽
を
為
す
に
、

其
の
実
は
皆
な
器
な
り
。
（
注
18
） 

  

い
わ
ゆ
る
「
制
作
」
と
は
、
つ
ま
り
「
制
礼
作
楽
」
で
あ
っ
て
、
対
象
そ
の
も
の
は
礼

楽
で
あ
る
。
礼
楽
が
儒
家
の
教
化
の
義
を
具
え
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
礼
楽
と
は
確

か
に
「
大
」
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
「
其
の
実
は
皆
な
器
」
で
あ
り
、
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す
な
わ
ち
「
俎
豆
・
玉
帛
・
鐘
鼓
・
管
弦
」
と
い
っ
た
具
体
的
な
「
器
」
の
上
に
お
い
て

行
わ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
「
制
作
」
を
「
器
を
制
す
る
」
こ

と
だ
と
理
解
す
る
こ
と
で
、
「
制
作
」
の
対
象
の
実
体
的
な
特
徴
を
具
現
化
し
た
こ
と
に

な
る
。
博
泉
が
礼
楽
の
具
え
る
「
器
」
と
い
う
特
徴
を
強
調
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、

じ
つ
は
後
儒
が
「
理
」
を
礼
楽
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
に
向
き
合
う
た
め
で
あ
っ
た
。 

 

礼
楽
の
道
は
、
器
と
相
い
体
を
為
し
、
未
だ
嘗
て
相
い
離
れ
ず
。
而
し
て
其
の
分
な

る
者
は
君
子
は
道
に
任
じ
、
小
人
は
器
に
任
ず
る
こ
と
、
豈
に
疑
を
容
れ
ん
や
。
後

世
の
諸
儒
は
、
理
を
以
て
礼
楽
を
説
き
、
器
を
以
て
末
と
為
せ
ば
、
其
れ
端
を
聖
人

に
異
に
す
。
若
し
三
代
の
時
に
生
ま
れ
し
む
れ
ば
、
則
ち
刑
を
峻
し
く
し
誅
を
重

く
す
る
に
、
何
ぞ
辞
は
以
て
免
れ
ん
。
乃
ち
有
司
伶
工
の
伝
の
若
き
は
、
徒
だ
器
の

み
是
れ
守
に
し
て
、
其
の
道
は
則
ち
昧
し
。
是
れ
其
の
職
な
り
。
士
君
子
の
礼
楽
に

於
け
る
は
、
下
学
し
て
上
達
す
。
若
し
上
達
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
有
司
と
何
ぞ
辨
ぜ

ん
。
後
儒
は
竟
に
上
達
に
務
め
て
、
下
学
を
廃
す
。
是
れ
謬
の
大
な
る
者
な
り
。

（
注
19
） 

  

博
泉
は
こ
こ
に
お
い
て
「
下
学
」
と
「
上
達
」
を
礼
楽
が
具
え
る
「
器
」
と
「
理
」
と

い
う
特
徴
に
対
応
さ
せ
て
い
る
。
「
下
学
」
は
着
手
す
る
と
こ
ろ
の
工
夫
で
あ
り
、
「
上

達
」
は
境
界
論
的
な
目
標
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
博
泉
は
、
「
徒
だ
器
の
み
是
れ
守
」
で

あ
る
こ
と
は
器
物
を
専
門
に
扱
う
「
有
司
」
と
異
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
後

儒
は
「
上
達
」
を
重
視
し
す
ぎ
る
あ
ま
り
、
「
下
学
」
す
な
わ
ち
「
器
」
を
放
置
す
る
結

果
を
招
い
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
言
う
な
れ

ば
「
上
達
」
が
根
の
な
い
木
と
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
「
器
」
と
「
理
」
の
二
者
は
と
も
に
重
視
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

博
泉
は
、
「
器
」
を
通
し
て
の
み
、
「
理
」
を
顕
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。 

 

鬼
神
に
形
無
く
、
聖
人
は
宗
廟
を
制
し
、
以
て
其
の
気
を
萃
め
、
社
稷
を
設
け
、
以

て
其
の
神
を
寓
し
、
尺
二
寸
の
木
を
斬
り
、
之
を
名
づ
け
て
主
と
曰
い
、
以
て
祖
考

の
霊
を
寓
す
。
天
の
寥
廓
た
る
、
星
辰
の
遠
き
、
聖
人
は
璣
衡
・
旁
羅
を
制
し
、
以

て
其
の
象
を
写
す
。
道
德
仁
義
の
形
無
き
は
、
鬼
神
と
天
よ
り
甚
だ
し
く
、
口
は
言

う
べ
か
ら
ず
、
目
は
視
る
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
聖
人
は
礼
楽
の
教
を
制
す
。
礼
楽
は
皆

な
器
に
し
て
、
以
て
至
道
を
寓
す
。
（
注
20
） 

  

こ
こ
に
お
い
て
、
博
泉
は
形
の
有
る
無
し
に
よ
っ
て
「
器
」
と
「
理
」
を
直
接
区
分
し

て
い
る
。
あ
る
い
は
、
ま
さ
し
く
「
理
」
が
無
形
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
聖
人
の
「
道
」
は

具
象
化
し
た
「
器
」
に
よ
っ
て
捕
捉
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
も
言
え
よ
う
。
「
先
王
の
道
、

古
は
之
を
道
術
と
謂
う
。
礼
楽
は
是
な
り
（
先
王
之
道
、
古
者
謂
之
道
術
。
礼
楽
是
也
）
」

（
注
21
）
と
い
う
よ
う
に
、
徂
徠
学
に
お
い
て
は
、
礼
楽
は
道
の
具
象
で
あ
る
と
言
え
る
。

博
泉
に
至
っ
て
は
、
「
礼
楽
は
皆
な
器
に
し
て
、
以
て
至
道
を
寓
す
」
と
い
う
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
な
礼
楽
の
「
器
」
と
し
て
の
具
象
化
の
特
徴
を
さ
ら
に
直
接
明
言
し
て
い
る
。

抽
象
的
な
無
形
と
比
べ
た
際
に
、
具
象
化
が
持
つ
最
も
明
ら
か
な
強
み
は
、
実
施
可
能
性

の
高
さ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
施
可
能
性
は
、
徂
徠
学
の
「
教
」
と
「
学
」
の
中
に
き

わ
め
て
鮮
明
に
現
れ
て
い
る
。
前
節
に
お
い
て
徂
徠
の
「
倣
傚
論
」
を
や
や
深
く
考
察
し

た
が
、
博
泉
は
さ
ら
に
制
作
の
「
器
」
と
関
連
づ
け
て
述
べ
よ
う
と
す
る
。 

 

故
に
教
学
の
方
、
器
を
以
て
道
を
伝
え
、
瑟
を
鼓
ち
笙
を
吹
き
、
圭
を
執
り
幣
を
将

り
、
車
に
升
り
矢
を
束
ね
る
は
、
皆
な
止
だ
能
く
得
る
の
術
を
知
る
所
以
な
り
。
謂

う
所
の
「
終
日
食
ら
わ
ず
、
終
夜
寐
ね
ず
、
以
て
思
う
。
益
無
し
。
学
ぶ
に
如
か
ざ

る
な
り
」
な
り
。
学
の
義
為
る
は
、
其
の
師
を
擬
う
の
謂
な
れ
ば
、
乃
ち
左
な
れ
ば

則
ち
左
、
右
な
れ
ば
則
ち
右
、
宮
な
れ
ば
則
ち
宮
、
商
な
れ
ば
則
ち
商
、
惟
だ
其
の
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師
を
擬
い
て
、
其
の
它
を
問
わ
ず
。
檀
弓
に
孔
子
右
を
尚
べ
ば
、
二
三
子
も
皆
な
右

を
尚
べ
る
を
記
す
れ
ば
、
古
の
謂
う
所
の
学
者
は
此
の
如
し
。
師
為
る
者
は
身
を

以
て
人
を
教
え
、
学
者
は
身
を
以
て
之
を
学
ぶ
。
後
世
の
師
弟
子
は
、
徒
だ
名
位
に

係
り
、
学
を
教
う
る
に
言
を
以
て
し
、
身
を
以
て
せ
ず
、
礼
楽
の
説
は
、
瞭
々
と
し

て
指
掌
す
れ
ど
も
、
之
が
器
に
授
く
れ
ば
、
則
ち
一
も
能
く
す
る
所
の
者
無
け
れ

ば
、
後
儒
の
空
言
な
り
。
（
注
22
） 

  

博
泉
が
言
う
「
其
の
師
を
擬
う
」
と
は
徂
徠
の
「
倣
傚
」
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ

り
、
「
惟
だ
其
の
師
を
擬
い
て
、
其
の
它
を
問
わ
ず
」
と
い
う
こ
と
は
徂
徠
の
「
其
の
心

と
徳
と
の
何
如
を
問
わ
」
ず
と
い
う
こ
と
と
符
合
し
て
い
よ
う
。
そ
の
上
で
、
博
泉
の
特

色
は
、
徂
徠
の
「
倣
傚
」
を
さ
ら
に
対
象
と
し
て
の
「
器
」
と
い
う
も
の
の
上
に
落
と
し

込
ん
だ
点
に
あ
る
。 

し
か
し
も
し
「
学
を
教
う
る
」
方
法
が
「
器
を
以
て
道
を
伝
え
」
る
こ
と
に
あ
る
の
で

あ
れ
ば
、
「
器
」
と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
道
」
を
伝
達
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
博
泉
は
「
師
為
る
者
は
身
を
以
て
人
を
教
え
、
学
者
は
身
を
以
て
之
を

学
ぶ
」
と
言
う
。
す
な
わ
ち
「
身
」
と
は
「
器
」
と
「
道
」
の
媒
介
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
「
身
」
は
「
器
」
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
外
的
な
「
道
」
を

己
に
内
在
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
「
制
作
」
の
第
二
の
ベ
ク
ト
ル
、
す
な
わ

ち
「
内
」
に
向
け
て
延
び
て
い
く
「
習
を
以
て
性
を
言
う
」
と
い
う
側
面
に
及
ぶ
こ
と
と

な
る
。 

「
習
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
見
る
と
、
博
泉
と
徂
徠
の
共
通
点
を
比
較
的
は
っ
き
り

と
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
徂
徠
は
こ
の
よ
う
に
言
う
。 

 

大
な
る
か
な
習
や
。
人
の
天
に
勝
る
は
是
の
み
。
其
の
天
下
国
家
に
在
る
、
之
を
風

俗
と
謂
う
。
其
の
一
身
に
在
る
、
之
を
気
象
と
謂
う
。
故
に
善
く
天
下
国
家
に
観
る

者
は
、
必
ず
風
俗
に
於
て
す
。
善
く
人
に
観
る
者
は
、
必
ず
気
象
に
於
て
す
。
礼
楽

以
て
教
と
為
さ
ば
、
則
ち
風
俗
厚
く
し
て
気
象
盛
ん
な
り
。
聖
人
の
天
に
勝
る
所

以
の
者
は
是
の
み
。
（
注
23
） 

  

徂
徠
は
「
習
」
を
人
が
天
に
勝
っ
て
い
る
点
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
れ
を
一
人
の
「
気

象
」
か
ら
一
国
の
「
風
俗
」
ま
で
包
括
す
る
概
念
と
し
て
設
定
し
た
。
徂
徠
の
「
習
」
論

は
、
習
熟
・
習
慣
・
習
性
・
習
俗
と
い
う
四
つ
の
次
元
か
ら
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
を
一
言
で
言
え
ば
、
先
王
の
詩
書
礼
楽
に
習
熟
す
る
こ
と
、
習
慣
化
す
る
こ
と
、

習
慣
に
よ
っ
て
「
安
民
」
「
長
民
」
の
性
を
成
熟
さ
せ
る
こ
と
、
そ
れ
を
一
国
の
風
俗
に

ま
で
推
し
進
め
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
、
「
習
」
と
い
う
一
字
を
も
っ
て

浮
か
び
上
が
る
、
徂
徠
儒
学
の
全
体
的
な
構
想
で
あ
る
（
注
24
）
。 

博
泉
は
、
徂
徠
の
「
習
」
に
対
す
る
重
視
を
継
承
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
「
習
」
に
よ

っ
て
性
を
移
す
べ
き
こ
と
を
非
常
に
強
調
す
る
。 

 

中
人
の
性
、
善
な
る
べ
く
悪
な
る
べ
く
、
皆
な
習
以
て
之
を
移
す
。
子
曰
く
、
「
性

は
相
い
近
し
、
習
え
ば
相
い
遠
し
」
と
。
又
た
曰
く
、
「
唯
だ
上
知
と
下
愚
の
み
、

移
ら
ず
」
と
。
上
知
と
下
愚
は
、
吾
れ
未
だ
之
を
見
ず
。
天
下
の
人
は
率
そ
皆
な
中

人
に
し
て
、
大
い
に
は
優
劣
無
く
、
其
の
美
悪
邪
正
は
、
習
に
由
ら
ざ
る
は
莫
き
な

り
。
廼
ち
衆
楚
の

咻
か
ま
び
す

し
き
、
移
る
こ
と
勿
か
ら
ん
と
欲
す
る
と
雖
も
、
得
べ
か
ら

ざ
る
な
り
。
先
王
は
深
く
其
の
然
る
を
知
り
、
教
学
の
法
を
立
て
て
、
以
て
天
下
の

人
を
し
て
正
に
習
わ
し
む
る
な
り
。
（
注
25
） 

  

博
泉
は
天
下
の
人
を
す
べ
て
、
移
る
こ
と
の
で
き
る
「
中
人
」
に
帰
属
さ
せ
た
が
、
こ

れ
は
つ
ま
り
「
習
」
に
よ
っ
て
性
を
移
す
こ
と
が
あ
ら
ゆ
る
人
に
と
っ
て
有
効
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
徂
徠
が
言
う
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「
善
に
習
え
ば
則
ち
善
、
悪
に
習
え
ば
則
ち
悪
（
習
善
則
善
、
習
悪
則
悪
）
」
（
注
26
）
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
博
泉
は
さ
ら
に
こ
の
善
悪
を
外
的
な
「
器
」
に
落
と
し
込
も
う

と
す
る
。
博
泉
は
「
善
と
は
芸
業
の
載
す
る
所
（
善
者
芸
業
之
所
載
）
」
（
注
27
）
だ
と
言

う
。
す
な
わ
ち
、
抽
象
的
な
善
は
具
象
的
な
「
芸
業
」
に
よ
っ
て
は
か
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
け
る
「
芸
業
」
と
は
、
む
ろ
ん
礼
楽
を
指
す
も
の
で

あ
る
。 

で
は
礼
楽
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
至
善
」
を
体
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
博
泉
は
「
礼

楽
」
と
「
至
善
」
の
間
に
、
最
高
の
標
準
で
あ
る
「
中
和
」
を
設
け
た
。
彼
は
「
謂
う
所

の
至
善
は
、
亦
た
必
ず
芸
業
を
以
て
之
を
言
う
。
礼
の
中
・
楽
の
和
は
、
是
な
り
（
所
謂

至
善
、
亦
必
以
芸
業
言
之
。
礼
之
中
楽
之
和
、
是
也
）
」
（
注
28
）
と
言
う
。
『
中
庸
』
で

の
位
格
に
従
え
ば
、
「
中
和
」
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
「
天
地
位
し
、
万
物
育

す
（
天
地
位
、
万
物
育
）
」
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
、
こ
れ
が
博
泉
の
理
想
と
す
る
「
太

平
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
彼
は
「
其
れ
唯
だ
至
善
の
み
、
太
平
な
る
所
以
な
り
（
其
唯

至
善
、
所
以
太
平
也
）
」
（
注
29
）
と
言
う
。 

し
か
し
「
中
和
」
も
ま
た
、
き
わ
め
て
抽
象
的
な
概
念
で
あ
る
。
一
体
ど
の
よ
う
に
し

て
は
か
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

不
知
者
は
謂
え
ら
く
、
中
和
は
無
形
な
れ
ば
、
得
と
不
得
と
は
、
何
を
以
て
之
を
知

ら
ん
と
。
中
と
不
中
と
は
、
之
を
定
む
る
に
目
を
以
て
し
、
和
と
不
和
と
は
、
之
を

定
む
る
に
耳
を
以
て
す
る
は
、
是
れ
礼
楽
の
道
な
り
。
人
の
耳
目
は
聡
明
有
り
、
不

聡
明
有
れ
ば
、
能
く
中
和
と
不
中
和
と
を
知
ら
ん
や
。
然
り
と
雖
も
、
之
を
定
む
る

に
天
下
の
目
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
視
も
亦
た
公
に
し
て
、
之
を
定
む
る
に
天
下

の
耳
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
聴
も
亦
た
公
な
り
。
天
下
の
目
と
は
何
ぞ
や
。
尺
度
の

謂
な
り
。
天
下
の
耳
と
は
何
ぞ
や
。
律
呂
の
謂
也
。
中
和
の
準
は
、
両
者
に
備
わ

り
、
合
と
不
合
と
は
、
人
人
得
て
之
を
辨
ず
れ
ば
、
豈
に
明
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
況
ん

や
朝
暮
の
習
う
所
、
心
染
ま
り
体
濡
れ
、
声
は
律
と
為
り
、
身
は
度
と
為
れ
ば
、
何

ぞ
中
和
は
之
れ
知
り
難
か
ら
ん
や
。
若
し
中
和
を
求
め
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
礼
楽

の
教
に
由
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
手
を
挙
げ
星
を
摘
ま
ん
と
欲
す
る
な
り
。
狂
に
非
ざ

れ
ば
則
ち
妄
な
り
。
（
注
30
） 

 

「
中
和
」
あ
る
い
は
「
至
善
」
は
、
と
も
に
「
無
形
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
無

形
」
で
あ
る
た
め
に
把
握
し
づ
ら
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
器
」
と
い
う
も
の
に
置

く
こ
と
こ
そ
、
「
無
形
」
を
「
有
形
」
に
す
る
方
法
な
の
で
あ
る
。
博
泉
は
「
習
」
を
具

体
的
な
「
器
」
と
い
う
も
の
に
落
と
し
込
ん
だ
が
、
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
外
的
な
「
器
」

が
持
つ
特
性
、
す
な
わ
ち
「
公
」
と
い
う
も
の
を
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

ま
さ
に
博
泉
が
言
う
よ
う
に
、
人
の
耳
目
に
は
聡
明
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と

が
あ
る
か
ら
に
は
、
伝
統
的
な
儒
家
に
お
け
る
君
を
得
て
道
を
行
う
道
筋
は
、
偶
然
に
あ

ふ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
免
れ
え
な
い
。
そ
こ
で
反
対
に
、
準
則
を
天
下
の
「
公
器
」

に
託
す
と
い
う
こ
と
は
、
儒
学
の
発
展
に
お
い
て
避
け
て
は
通
れ
な
い
内
在
的
ロ
ジ
ッ
ク

で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
徂
徠
学
に
お
け
る
「
制
作
」
が
示
し
て

み
せ
た
「
器
」
と
「
習
」
は
、
果
た
し
て
普
遍
的
な
意
義
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

三 

王
船
山
の
「
器
」
と
「
習
」 

  

こ
こ
ま
で
で
、
徂
徠
学
に
お
け
る
「
制
作
」
と
い
う
概
念
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

そ
の
中
に
含
ま
れ
る
「
器
」
と
「
習
」
と
い
う
二
層
の
次
元
を
掘
り
出
す
こ
と
を
試
み
た
。 

本
稿
の
始
め
に
お
い
て
、
荻
生
徂
徠
と
王
船
山
は
と
も
に
「
近
代
的
思
惟
」
の
先
駆
的

人
物
と
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
王
船
山
に
つ
い
て
は
、
封
建
君
主
制
に
反
対
し
て

欲
望
の
合
理
性
を
強
調
す
る
角
度
か
ら
、
そ
の
思
想
の
近
代
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
向
き

が
、
学
術
界
に
お
い
て
は
比
較
的
主
流
で
あ
る
。
し
か
し
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
「
制
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作
」
の
角
度
か
ら
船
山
の
思
惟
方
式
に
具
わ
る
近
代
性
を
分
析
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
見

ら
れ
な
い
。 

い
ま
、
徂
徠
学
に
お
け
る
「
制
作
」
の
概
念
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
実

際
に
は
「
器
」
と
「
習
」
と
い
う
も
の
に
落
と
し
込
ま
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
も
の
は
、
王
船
山
の
思
想
に
も
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

故
に
「
作
者
は
之
を
聖
と
謂
う
」
と
は
、
器
を
作
る
な
り
。
「
述
者
は
之
を
明
と
謂

う
」
と
は
、
器
を
述
べ
る
な
り
。
「
神
に
し
て
之
を
明
ら
か
に
し
、
其
の
人
に
存
す
」

と
は
、
其
の
器
を
神
明
に
す
る
な
り
。
其
の
品
式
を
識
り
、
其
の
条
理
を
辨
じ
、
其

の
用
を
善
く
し
、
其
の
体
を
定
む
れ
ば
、
則
ち
黙
し
て
之
を
成
し
、
言
わ
ず
し
て
信

ず
、
皆
な
器
を
成
す
の
心
に
在
る
も
の
有
り
て
之
に
拠
り
て
徳
を
為
す
な
り
。

（
注
31
） 

  

こ
の
よ
う
に
、
船
山
も
「
作
」
の
対
象
を
器
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
「
故

に
聖
人
と
は
、
善
く
器
を
治
め
る
の
み
（
故
聖
人
者
、
善
治
器
而
已
矣
）
」
（
注
32
）
と
も

言
っ
て
お
り
、
「
聖
人
」
が
聖
人
た
る
ゆ
え
ん
は
、
「
器
を
治
め
る
」
こ
と
に
あ
る
と
指

摘
す
る
。
徂
徠
学
で
は
「
道
」
を
礼
楽
の
「
器
」
と
し
て
具
象
化
し
た
が
、
船
山
も
ま
た

道
を
「
器
」
の
中
に
貫
通
さ
せ
た
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
「
天
下
は
惟
だ
器
の
み
（
天
下
惟

器
）
」
（
注
33
）

と
い
う
主
張
で
あ
る
。 

 

未
だ
弓
矢
有
り
て
射
道
无
き
は
あ
ら
ず
、
未
だ
車
馬
有
り
て
御
道
无
き
は
あ
ら
ず
、

未
だ
牢
醴
璧
幣
・
鐘
磬
管
弦
有
り
て
礼
楽
の
道
无
き
は
あ
ら
ず
。
則
ち
未
だ
子
有

り
て
父
道
无
き
は
あ
ら
ず
、
未
だ
弟
有
り
て
兄
道
无
き
は
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
道
の

有
る
べ
く
し
て
且
く
无
き
者
は
多
し
。
故
に
其
の
器
无
け
れ
ば
則
ち
其
の
道
无
き

は
、
誠
然
の
言
な
れ
ど
も
、
而
れ
ど
も
人
は
特
だ
未
だ
之
れ
察
せ
ざ
る
の
み
。（
注
34
） 

  

弓
矢
や
車
馬
、
牢
醴
璧
幣
と
い
っ
た
具
体
的
な
「
器
」
が
あ
っ
て
こ
そ
、
射
道
や
御
道
、

礼
楽
と
い
っ
た
「
道
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
博
泉
の
「
道
」
を
器
に
寓
す
る
、
と
い
う
主
張

と
内
在
的
に
一
致
し
て
い
よ
う
。
船
山
は
こ
う
し
た
ロ
ジ
ッ
ク
を
、
「
器
あ
り
て
後
に
形

有
り
、
形
あ
り
て
後
に
上
有
り
（
器
而
後
有
形
、
形
而
後
有
上
）
」
（
注
35
）
、
ひ
い
て
は

「
君
子
の
道
、
夫
の
器
を
尽
し
て
止
む
（
君
子
之
道
、
尽
夫
器
而
止
矣
）
」
（
注
36
）
と
い

う
も
の
に
帰
納
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
伝
統
的
な
理
学
の
、
道
を
以
て
器
の
本
を
為

す
、
と
い
う
提
起
と
は
本
質
的
な
異
な
り
を
持
っ
て
お
り
、
か
え
っ
て
ほ
ぼ
同
時
期
の
徂

徠
学
と
同
工
異
曲
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
さ
ら
に
注
目
に
値
す
る
の
は
、
船

山
の
「
器
」
に
も
「
公
」
の
特
徴
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

国
を
治
め
教
を
推
せ
ど
も
必
ず
恆
政
有
り
、
故
に
既
に
孝
弟
慈
を
以
て
教
本
と
為

し
、
而
し
て
尤
も
必
ず
其
の
意
を
法
制
に
通
じ
、
以
て
旁
く
財
を
理
め
人
を
用
う

る
の
中
に
行
い
、
而
し
て
民
を
清
明
公
正
の
道
に
納
る
。
故
に
教
と
養
と
は
兼
ね

成
る
こ
と
有
り
て
、
政
と
教
と
は
殊
理
無
し
。
（
注
37
） 

  

船
山
は
「
法
制
」
と
「
公
正
」
の
関
係
に
、
非
常
に
鋭
く
留
意
し
て
お
り
、
治
国
に
お

け
る
法
制
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
が
、
こ
れ
と
博
泉
が
言
う
「
尺
度
」
の
「
公
」
も

ま
た
類
似
し
て
い
る
。
船
山
と
徂
徠
学
の
主
張
の
相
似
は
「
器
」
の
次
元
に
お
い
て
の
み

で
は
な
い
。
船
山
も
ま
た
「
習
」
と
い
う
概
念
を
非
常
に
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
故
に
聖
人
の
天
下
を
化
成
す
る
所
以
の
者
は
、
習
の
み
。
（
注
38
） 

  

船
山
の
思
想
に
お
い
て
、
聖
人
が
天
下
を
教
化
す
る
こ
と
が
実
現
可
能
な
の
は
、
依
拠

す
る
も
の
が
ま
さ
し
く
「
習
」
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
船
山
が
聖
人
の
角
度
か
ら
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「
習
」
と
い
う
概
念
に
総
体
的
な
位
置
を
作
り
出
し
た
と
言
え
る
。
船
山
は
さ
ら
に
、「
習
」

を
儒
学
史
の
中
に
据
え
て
い
る
。 

 

孟
子
は
性
を
言
い
、
孔
子
は
習
を
言
う
。
性
と
は
天
道
に
し
て
、
習
と
は
人
道
な

り
。
『
魯
論
』
二
十
篇
は
皆
な
習
を
言
う
、
故
に
曰
く
、
「
性
と
天
道
と
は
得
て
聞

く
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
已
に
之
を
習
に
失
い
て
之
を
性
に
求
め
ん
と
欲
す
る

は
、
性
を
見
る
と
雖
も
且
く
其
の
習
を
救
う
能
わ
ず
、
況
ん
や
見
る
能
わ
ざ
る
を

や
。
易
に
言
え
ら
く
、
「
蒙
以
て
正
を
養
う
は
、
聖
の
功
な
り
」
と
。
其
の
習
を
童

蒙
に
養
え
ば
、
則
ち
聖
を
作
す
の
基
は
此
に
立
つ
。
（
注
39
） 

  

船
山
は
孔
孟
を
「
習
」
と
「
性
」
で
区
分
し
、
『
論
語
』
全
篇
を
「
習
」
に
帰
属
さ
せ

た
。
童
蒙
が
「
習
」
を
養
う
こ
と
を
「
聖
を
作
す
の
基
」
と
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
儒
家

に
お
け
る
聖
を
成
す
と
い
う
最
高
の
理
想
を
「
習
」
の
上
に
落
と
し
込
ん
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
注
目
に
値
す
る
の
は
、
船
山
が
「
性
」
と
相
対
す
る
面
に
「
習
」
の
概
念
を
際

立
た
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
船
山
は
、
ど
の
よ
う
に
「
性
」
と
「
習
」
を
区
分

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

先
天
の
性
は
天
之
を
成
し
、
後
天
の
性
は
習
之
を
成
す
な
り
。
（
注
40
） 

  

船
山
は
「
性
」
を
明
確
に
先
天
の
性
と
後
天
の
性
と
に
分
け
て
お
り
、
先
天
の
性
を
天

に
帰
属
さ
せ
、
後
天
の
性
を
習
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
分
類
は
、
徂
徠
が
言
う
、
不

変
の
「
材
性
」
と
、
移
す
こ
と
の
で
き
る
「
習
性
」
と
に
酷
似
し
て
い
る
（
注
41
）
。
し
か

し
徂
徠
が
性
を
論
ず
る
際
に
さ
ら
に
注
目
し
た
の
は
、
そ
の
移
動
可
能
と
い
う
特
性
で
あ

る
。
善
を
養
え
ば
悪
は
お
の
ず
か
ら
消
え
る
。
ゆ
え
に
善
を
養
う
風
俗
が
非
常
に
重
要
な

の
で
あ
る
。
船
山
の
習
性
も
ま
た
、
こ
う
し
た
善
悪
の
不
確
定
性
を
含
ん
で
い
る
が
、
し

か
し
船
山
の
特
徴
は
、
人
の
天
性
と
外
在
の
物
を
す
べ
て
「
善
」
だ
と
見
な
し
、
い
わ
ゆ

る
「
不
善
」
は
人
が
外
物
と
の
往
来
の
中
で
そ
の
「
幾
」
を
把
握
し
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
に
す
ぎ
な
い
、
と
す
る
点
に
あ
る
。
こ
の
角
度
か
ら
言
え
ば
、
善
悪
は
絶
対
的
な
区
分

が
な
く
な
り
、
適
切
な
点
を
把
握
し
さ
え
す
れ
ば
み
な
善
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に

な
る
。 

 

位
を
得
れ
ば
、
則
ち
物
は
習
を
害
わ
ず
し
て
習
は
性
を
害
わ
ず
。
位
を
得
ざ
れ
ば
、

則
ち
物
は
以
て
習
を
悪
に
移
し
て
習
は
以
て
性
を
不
善
に
成
す
。
此
は
吾
が
形
・

吾
が
色
の
咎
に
非
ざ
る
な
り
、
亦
た
物
の
形
・
物
の
色
の
咎
に
非
ざ
る
な
り
、
咎
は

吾
の
形
色
と
物
の
形
色
の
往
来
し
て
相
い
遇
す
る
の
幾
に
在
る
な
り
。
（
注
42
） 

  

右
の
文
で
は
、
「
物
―
―
習
―
―
性
」
と
い
う
序
列
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
か

ら
船
山
が
、
善
悪
を
先
天
的
な
も
の
か
ら
外
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
善
悪
を

物
我
か
ら
も
引
き
剥
が
し
て
お
り
、
そ
れ
を
物
我
の
往
来
の
関
係
の
上
に
据
え
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
こ
の
序
列
を
見
る
と
、
後
天
的
な
「
性
」
の
完
成
は
「
習
」
の
養
成
に
依

拠
し
て
お
り
、
言
い
換
え
れ
ば
「
性
」
を
成
就
さ
せ
る
方
式
が
「
習
」
の
養
成
へ
と
変
化

し
て
い
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
善
悪
を
先
天
的
な
「
性
」
か
ら
解
放
し
た
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
「
先
天
」
と
い
う
も
の
は
天
が
授
け
た
も
の
で
あ
り
、

人
は
こ
れ
に
対
し
て
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
た
だ
た
だ
そ
れ
を

受
け
る
し
か
な
い
が
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
善
悪
を
「
後
天
」
の
天
秤
の
上
に
置
き
さ
え
す

れ
ば
、
人
は
積
極
的
か
つ
能
動
的
に
悪
を
避
け
善
を
揚
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
善
悪
の
価
値
判
断
の
中
で
、
主
体
性
が

発
動
し
て
い
く
可
能
性
が
備
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

船
山
は
「
習
の
性
と
与
に
成
る
者
は
、
習
成
り
て
性
与
に
成
れ
ば
な
り
（
習
与
性
成
者
、

習
成
而
性
与
成
也
）
」
（
注
43
）
と
言
う
。
習
が
成
る
こ
と
で
性
が
成
る
こ
と
が
で
き
る
、
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つ
ま
り
習
が
人
の
性
を
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
巨
大
な
影
響
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。 

し
か
し
、
も
し
善
あ
る
い
は
悪
の
支
配
権
を
後
天
的
な
「
習
」
に
す
っ
か
り
渡
し
て
し

ま
っ
た
と
し
た
ら
、
「
善
に
習
え
ば
則
ち
善
、
悪
に
習
え
ば
則
ち
悪
」
と
な
る
わ
け
で
、

習
俗
が
善
と
な
れ
ば
当
然
何
の
支
障
も
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
、
船
山
は
習
を
養
う
こ
と

を
「
聖
を
作
す
の
基
」
と
し
た
が
、
こ
の
習
と
は
畢
竟
、
善
の
習
俗
で
あ
る
。
だ
が
も
し

習
俗
が
不
善
だ
と
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
。
す
な
わ
ち
、
個
人
は
周
囲
の
習
俗
の
中
に
お

い
て
は
、
そ
の
制
限
を
受
け
ざ
る
を
え
な
い
。
と
り
わ
け
外
的
な
環
境
が
「
不
善
」
で
あ

っ
た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
船
山
は
、
こ
う
し
た

不
善
の
「
習
」
を
「
習
気
」
と
呼
び
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
力
の
限
り
抵
抗
せ
ね
ば
な

ら
な
い
と
説
く
。 

 

君
子
は
習
俗
の
陷
る
べ
か
ら
ず
し
て
意
気
の
恃
む
べ
か
ら
ざ
る
を
知
る
や
、
以
て

吾
が
性
の
中
を
為
し
、
自
ら
卓
然
不
撓
の
理
有
り
。
而
し
て
吾
が
学
の
正
し
き
は
、

自
ら
其
の
守
に
永
く
貞
た
る
の
能
有
り
。
（
注
44
） 

  

し
か
し
理
論
の
上
か
ら
言
え
ば
、
船
山
が
習
の
人
性
に
対
す
る
重
要
性
を
強
調
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
、
そ
の
中
に
身
を
置
く
者
が
習
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
は
ま
す
ま
す
難
し
く
な

る
。
ま
さ
し
く
船
山
が
生
き
た
時
代
の
よ
う
に
、
あ
た
り
一
面
が
「
末
俗
の
習
気
（
末
俗

之
習
気
）
」
で
あ
っ
た
場
合
、
い
っ
た
い
人
は
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
な
の
か
。 

 

如
し
人
の
梅
を
食
う
を
見
れ
ば
、
則
ち
涎
流
れ
て
自
ら
禁
ず
る
能
わ
ざ
る
も
、
従

り
て
未
だ
嘗
て
梅
を
食
わ
ざ
る
者
の
若
き
は
、
涎
は
必
ず
流
れ
ず
。
故
に
天
下
の

悪
は
、
聞
か
ざ
る
を
以
て
幸
と
為
す
。
之
を
聞
き
て
之
を
悪
む
を
知
れ
ば
、
亦
た
是

れ
烏
喙
を
誤
嚼
し
て
、
薬
を
以
て
之
を
解
く
も
、
特
だ
斃
る
る
に
速
や
か
な
ら
ざ

る
の
み
に
し
て
、
未
だ
嘗
て
其
の
毒
に
染
ま
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
。
正
人
に
親
し
み
、

宵
小
を
遠
ざ
く
れ
ば
、
免
る
る
に
庶
幾

ち

か

き
か
な
。
（
注
45
） 

  

こ
れ
は
「
望
梅
止
渇
〔
訳
者
注
：
魏
の
曹
操
軍
が
行
軍
中
、
水
が
無
く
て
困
っ
た
際
、

曹
操
が
前
方
に
梅
林
が
あ
る
ぞ
と
言
っ
て
励
ま
し
た
の
で
、
士
卒
は
唾
が
出
て
渇
き
を
癒

や
し
た
、
と
い
う
故
事
。
転
じ
て
、
た
だ
空
想
す
る
だ
け
で
自
ら
慰
め
る
こ
と
〕
」
と
は

ま
っ
た
く
正
反
対
の
方
法
で
あ
る
。
も
し
習
慣
か
ら
習
を
以
て
性
を
成
す
ま
で
の
こ
と

が
、
外
在
の
対
象
と
絶
え
ず
関
係
を
深
め
て
い
く
過
程
で
あ
る
と
見
な
し
う
る
の
で
あ
れ

ば
、
こ
の
関
係
を
直
接
断
ち
切
る
こ
と
は
、
最
も
直
接
的
な
方
法
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

天
下
の
悪
を
聞
か
ず
、
「
宵
小
」
の
輩
に
近
づ
か
な
け
れ
ば
、
悪
の
習
俗
に
染
ま
る
こ
と

か
ら
免
れ
る
こ
と
が
お
そ
ら
く
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

以
上
の
分
析
か
ら
、
船
山
の
習
論
も
二
つ
の
次
元
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
聖
人
の

教
化
か
ら
言
え
ば
、
習
の
意
義
は
重
大
で
あ
る
。
こ
の
、
習
を
以
て
民
を
養
う
べ
し
、
と

い
う
も
の
は
、
ま
さ
に
徂
徠
学
に
お
け
る
一
国
の
「
風
俗
」
と
対
応
し
あ
う
も
の
で
あ
る
。

ま
た
個
人
の
角
度
か
ら
言
え
ば
、
周
囲
の
習
俗
の
限
界
性
に
注
意
し
、
「
習
気
」
に
よ
っ

て
固
め
ら
れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
次
元
は
徂
徠
学
が
言
う
一

人
の
「
気
象
」
と
対
応
し
う
る
も
の
で
あ
る
。 

船
山
の
思
想
か
ら
も
、
「
器
」
と
「
習
」
に
つ
い
て
の
強
調
を
発
掘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
徂
徠
学
の
中
で
展
開
し
た
「
制
作
論
」
は
、
当
時
の
東
ア
ジ
ア
に

お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
偶
然
の
現
象
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
で
は
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 
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結 

論 

  

「
制
作
」
の
概
念
か
ら
出
発
し
、
「
儒
学
式
近
代
」
を
す
な
わ
ち
「
器
」
と
「
習
」
の

二
層
の
次
元
と
し
て
表
し
た
が
、
で
は
こ
の
二
つ
の
次
元
は
ど
の
よ
う
に
「
儒
教
式
近
代
」

の
過
程
を
体
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

本
稿
で
も
「
器
」
の
持
つ
「
公
」
の
特
質
を
確
認
し
た
が
、
ま
さ
に
水
足
博
泉
が
論
ず

る
よ
う
に
、
「
器
」
は
一
個
人
の
耳
目
の
聡
明
さ
を
超
越
し
た
「
尺
度
」
た
り
う
る
物
で

あ
る
。
そ
し
て
王
船
山
さ
え
も
、
「
法
」
に
よ
っ
て
国
を
治
め
る
必
要
を
明
言
し
て
い
る
。

こ
れ
は
現
代
国
家
に
お
い
て
唱
え
ら
れ
る
「
公
」
に
通
底
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が

な
い
。
「
公
」
の
領
域
に
限
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
初
め
て
、
「
私
」
の
領
域
は
認

め
ら
れ
う
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
主
体
性
」
は
、
存
在
の
正
当
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。 

「
習
」
の
角
度
か
ら
言
え
ば
、
善
悪
を
先
天
に
帰
属
さ
せ
る
よ
う
な
、
先
天
預
成
式
人

、
、
、
、
、
、

性
論
、
、
は
、
後
天
的
な
努
力
に
よ
っ
て
善
へ
赴
き
悪
を
避
け
る
よ
う
な
人
の
能
動
性
を
あ
る

程
度
消
し
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
意
義
か
ら
言
え
ば
、
善
悪
を
後
天
的
な
「
習
」
に
帰
属

さ
せ
る
こ
と
は
、
後
天
習
成
式
人
性
論

、
、
、
、
、
、
、
、
で
あ
る
。
こ
の
判
断
は
、
一
方
で
は
国
家
レ
ベ
ル

で
善
の
習
俗
を
養
成
す
る
こ
と
を
促
す
も
の
で
あ
る
が
、
も
う
一
方
で
は
、
個
人
が
不
善

の
風
俗
よ
り
脱
出
す
る
可
能
性
を
も
暗
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
先
天
預
成
式
人
性
論
と
比

べ
る
と
、
そ
の
中
に
「
主
体
性
」
が
顕
著
と
な
る
、
さ
ら
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。 

 

ま
た
、
も
し
徂
徠
学
と
伝
統
的
な
宋
明
理
学
と
の
分
岐
を
生
ん
だ
出
発
点
が
、
す
な
わ

ち
外
か
ら
内
へ
の
思
惟
方
式
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
特
色
は
「
器
」
と
「
習
」

を
通
し
て
如
実
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
器
」
を
重
ん
じ
る
目
的
は
「
器
」
そ
の
も
の

に
は
な
く
、
外
的
な
「
器
」
を
通
し
て
内
的
な
「
徳
」
を
養
っ
て
い
く
こ
と
に
あ
る
わ
け

で
、
そ
れ
自
体
も
ま
た
「
習
は
性
と
与
に
成
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
適
う
も
の
で
あ
る
。 

王
船
山
と
徂
徠
学
に
お
い
て
現
れ
出
た
、
器
を
尊
ん
で
習
を
重
ん
じ
る
と
い
う
主
張

は
、
も
し
貫
通
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
伝
統
的
道
学
に
お
け
る
形
而
上
学
と
は
全
く

異
な
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
伝
統
的
な
宋
明
理
学
が
前
近
代
的
な
先
天
預

成
式
人
性
論
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
衰
微
と
い
う
も
の
は
、
儒
学
内

部
の
形
而
上
学
的
な
新
路
線
の
誕
生
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

が
す
な
わ
ち
、
後
天
習
成
式
人
性
論
の
台
頭
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
「
器
」
と
「
習
」
と
い
う
重
層
構
造
に
よ
っ
て
読
み
解
か
れ
る
「
制
作
」

と
い
う
概
念
は
、
主
体
性
の
覚
醒
と
い
う
普
遍
的
な
意
義
を
表
す
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
同
時
に
前
近
代
の
儒
学
と
は
異
な
る
、
儒
学
の
新
た
な
主
張
を
示
し
た
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
儒
学
式
近
代
」
は
近
世
の
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
す
で

に
展
開
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
、
と
言
え
よ
う
。 

も
ち
ろ
ん
こ
の
過
程
は
、
幾
多
の
概
念
お
よ
び
変
化
に
お
い
て
現
れ
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
こ
の
現
象
を
さ
ら
に
正
確
に
叙
述
す
る
た
め
に
も
、
よ
り
多
く
の
視
点
か
ら
の
検
討

が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
さ
ら
に
考
察
を
進
め
て

い
き
た
い
。 

   
 

注 

 

（
1
）
侯
外
廬
『
船
山
学
案
』
（
岳
麓
書
社
、
一
九
八
二
年
）
、
一
頁
。 

（
2
）
「
儒
教
的
近
代
」
は
宮
嶋
博
史
が
提
唱
し
た
も
の
で
あ
る
が
（
宮
嶋
博
史
「
儒
教
的
近
代
と
し

て
の
東
ア
ジ
ア
「
近
世
」
」
（
『
（
岩
波
講
座
）
東
ア
ジ
ア
近
現
代
通
史 

一
』
（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
〇
年
）
所
収
）
）
、
そ
の
主
要
な
着
眼
点
は
、
い
か
に
し
て
現
在
の
中
国
を
見
る
べ
き
か
、

ま
た
十
九
世
紀
以
降
の
日
本
・
朝
鮮
（
韓
国
）
の
発
展
過
程
を
い
か
に
し
て
把
握
す
べ
き
か
、
と

い
う
点
に
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
主
に
、
学
問
と
し
て
の
儒
学
の
思
惟
方
式
の
中
で
の
展
開
に
お
け
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る
近
代
性
の
議
論
に
着
目
す
る
た
め
、
「
儒
学
式
近
代
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。 

（
3
）
丸
山
真
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
、
二
〇
九
頁
。 

（
4
）
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
、
二
一
二
頁
。 

（
5
）
徂
徠
の
思
想
に
お
け
る
孔
子
像
に
つ
い
て
は
、
平
石
直
昭
「
荻
生
徂
徠
と
先
行
儒
学
―
―
孔
子

像
を
中
心
に
」
（
源
了
圓
・
厳
紹
璗
編
『
思
想
』
（
日
中
文
化
交
流
史
叢
書
第
三
巻
、
大
修
館
書

店
、
一
九
九
五
年
）
所
収
、
二
二
〇
―
二
五
五
頁
）
を
参
照
。 

（
6
）
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
、
二
一
九
頁
。 

（
7
）
た
と
え
ば
『
弁
道
』
に
お
い
て
、
徂
徠
自
身
も
「
古
之
時
、
作
者
之
謂
聖
」
と
述
べ
て
い
る
（
吉

川
幸
次
郎
・
丸
山
真
男
等
校
注
『
荻
生
徂
徠
』
（
日
本
思
想
大
系
36
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三

年
）
所
収
、
二
〇
〇
頁
）
。
以
下
、
本
文
内
の
書
き
下
し
文
に
つ
い
て
は
す
べ
て
現
代
仮
名
遣
い

に
改
め
る
。 

（
8
）
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
、
二
一
八
頁
。 

（
9
）
蓋
後
王
君
子
、
奉
先
王
礼
楽
而
行
之
、
不
敢
違
背
。
而
礼
楽
刑
政
、
先
王
以
是
尽
於
安
天
下
之

道
、
是
所
謂
仁
也
。
後
王
君
子
、
亦
唯
順
先
王
礼
楽
之
教
、
以
得
為
仁
人
耳
、
是
聖
人
不
可
学
而

至
焉
、
仁
人
可
学
而
能
焉
。
孔
子
教
人
以
仁
、
未
嘗
以
作
聖
強
之
、
為
是
故
也
。
大
氐
後
人
信
思

孟
程
朱
、
過
於
先
王
孔
子
、
何
其
謬
也
〔
『
弁
道
』
、
二
〇
二
頁
〕
。 

（
10
）
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
、
二
一
九
頁
。 

（
11
）
丸
山
真
男
は
「
こ
こ
に
至
っ
て
は
聖
人
は
殆
ど
宗
教
的
絶
対
者
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
か
の
如
く

で
あ
る
」
な
ど
と
述
べ
る
（
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
、
九
八
頁
）
。 

（
12
）
且
学
之
道
、
倣
效
為
本
。
故
孟
子
曰
、
服
堯
之
服
、
誦
堯
之
言
、
行
堯
之
行
、
是
堯
而
已
矣
。

而
不
問
其
心
与
德
何
如
者
、
学
之
道
為
爾
。
〔
中
略
〕
故
方
其
始
学
也
、
謂
之
剽
窃
摸
擬
、
亦
可

耳
。
久
而
化
之
、
習
慣
如
天
性
、
雖
自
外
来
、
与
我
為
一
。
〔
荻
生
徂
徠
「
答
屈
景
山
（
第
一
書
）
」

（
前
掲
『
荻
生
徂
徠
』
所
収
）
、
八
四
頁
〕 

（
13
）
子
安
宣
邦
『
江
戸
思
想
史
講
義
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
、
二
〇
〇
頁
。 

（
14
）
荻
生
徂
徠
『
論
語
徴
』
甲
（
小
川
環
樹
編
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
三
巻
・
経
学
１
（
み
す
ず
書

房
、
一
九
七
七
年
）
、
四
三
五
頁
。 

（
15
）
『
弁
道
』
、
二
〇
一
頁
。 

（
16
）
水
足
博
泉
が
徂
徠
の
礼
楽
論
を
継
承
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
高
山
大
毅
『
近
世
日
本
の
「
礼

楽
」
と
「
修
辞
」
―
―
荻
生
徂
徠
以
後
の
「
接
人
」
の
制
度
構
想
」
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二

〇
一
六
年
）
第
二
章
を
参
照
。 

（
17
）
聖
人
之
道
器
為
大
矣
、
制
器
唯
聖
人
能
之
。
〔
水
足
博
泉
『
太
平
策
』
（
武
藤
厳
南
・
宇
野
東

風
・
古
城
貞
吉
編
『
肥
後
文
献
叢
書
』
第
二
巻
（
隆
文
館
、
一
九
一
〇
年
）
所
収
）
、
三
〇
九
頁
〕 

（
18
）
聖
人
因
設
礼
楽
之
教
。
礼
楽
雖
大
、
其
実
皆
器
也
。
俎
豆
玉
帛
鐘
鼓
管
弦
、
君
子
用
之
、
以
為

礼
楽
、
其
実
皆
器
也
。
〔
水
足
博
泉
『
太
平
策
』
、
三
〇
九
頁
〕 

（
19
）
礼
楽
之
道
、
与
器
相
為
体
、
未
嘗
相
離
矣
。
而
其
分
者
君
子
任
道
、
小
人
任
器
、
豈
容
疑
乎
。

後
世
諸
儒
、
以
理
説
礼
楽
、
以
器
為
末
、
其
異
端
於
聖
人
。
若
使
生
乎
三
代
之
時
、
則
峻
刑
重
誅
、

何
辞
以
免
。
若
乃
有
司
伶
工
之
伝
、
徒
器
是
守
、
其
道
則
昧
矣
。
是
其
職
也
。
士
君
子
之
於
礼
楽
、

下
学
而
上
達
。
若
不
上
達
、
則
与
有
司
何
辨
。
後
儒
竟
務
上
達
、
而
廃
下
学
。
是
謬
之
大
者
也
。

〔
水
足
博
泉
『
太
平
策
』
、
三
一
〇
頁
〕 

（
20
）
鬼
神
無
形
、
聖
人
制
宗
廟
、
以
萃
其
気
、
設
社
稷
、
以
寓
其
神
、
斬
尺
二
寸
之
木
、
名
之
曰
主
、

以
寓
祖
考
之
霊
。
天
之
寥
廓
、
星
辰
之
遠
、
聖
人
制
璣
衡
旁
羅
、
以
写
其
象
。
道
德
仁
義
之
無
形
、

甚
於
鬼
神
与
天
、
口
不
可
言
、
目
不
可
視
、
聖
人
制
礼
楽
之
教
。
礼
楽
皆
器
、
以
寓
至
道
。
〔
水

足
博
泉
『
太
平
策
』
、
三
一
〇
頁
〕 

（
21
）
『
弁
道
』
、
二
〇
六
頁
。 

（
22
）
故
教
学
之
方
、
以
器
伝
道
、
鼓
瑟
吹
笙
、
執
圭
将
幣
、
升
車
束
矢
、
皆
所
以
知
止
能
得
之
術
也
。

所
謂
終
日
不
食
、
終
夜
不
寐
、
以
思
、
無
益
、
不
如
学
也
。
学
之
為
義
、
擬
其
師
之
謂
、
乃
左
則

左
、
右
則
右
、
宮
則
宮
、
商
則
商
、
惟
擬
其
師
、
不
問
其
它
。
檀
弓
記
孔
子
尚
右
、
二
三
子
皆
尚

右
、
古
之
所
謂
学
者
如
此
。
為
師
者
以
身
教
人
、
学
者
以
身
学
之
。
後
世
師
弟
子
、
徒
係
名
位
、

教
学
以
言
、
不
以
身
、
礼
楽
之
説
、
瞭
々
指
掌
、
而
授
之
器
、
則
無
一
所
能
者
、
後
儒
之
空
言
也
。

〔
『
太
平
策
』
、
三
一
〇
―
三
一
一
頁
〕 
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（
23
）
大
哉
習
乎
。
人
之
勝
天
者
是
已
。
其
在
天
下
国
家
、
謂
之
風
俗
。
其
在
一
身
、
謂
之
気
象
。
故

善
観
乎
天
下
国
家
者
、
必
於
風
俗
。
善
観
乎
人
者
、
必
於
気
象
。
礼
楽
以
為
教
、
則
風
俗
厚
而
気

象
盛
矣
。
聖
人
之
所
以
勝
天
者
是
已
。
〔
荻
生
徂
徠
『
蘐
園
隨
筆
』
（
今
中
寛
司
・
奈
良
本
辰
也

編
『
荻
生
徂
徠
全
集
』
一
巻
（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
三
年
）
所
収
）
、
一
七
〇
頁
〕 

（
24
）
徂
徠
の
「
習
」
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
荻
生
徂
徠
之
〝
習
〟
論
」
（
『
外
国
哲
学
』
第
三
十

五
輯
、
二
〇
一
八
年
）
を
参
照
の
こ
と
。 

（
25
）
中
人
之
性
、
可
善
可
悪
、
皆
習
以
移
之
。
子
曰
、
性
相
近
、
習
相
遠
也
。
又
曰
、
唯
上
知
与
下

愚
、
不
移
也
。
上
知
下
愚
、
吾
未
見
之
。
天
下
之
人
率
皆
中
人
、
無
大
優
劣
、
其
美
悪
邪
正
、
莫

不
由
習
也
。
廼
衆
楚
之
咻
、
雖
欲
勿
移
、
不
可
得
也
。
先
王
深
知
其
然
、
立
教
学
之
法
、
以
使
天

下
之
人
習
乎
正
也
。
〔
『
太
平
策
』
、
三
四
二
頁
〕 

（
26
）
『
弁
名
』
、
二
四
〇
頁
。 

（
27
）
『
太
平
策
』
、
三
四
六
頁
。 

（
28
）
『
太
平
策
』
、
三
四
六
頁
。 

（
29
）
『
太
平
策
』
、
三
四
五
頁
。 

（
30
）
不
知
者
謂
中
和
無
形
、
得
与
不
得
、
何
以
知
之
。
中
与
不
中
者
、
定
之
以
目
、
和
与
不
和
、
定

之
以
耳
、
是
礼
楽
之
道
也
。
人
之
耳
目
有
聡
明
、
有
不
聡
明
焉
、
能
知
中
和
与
不
中
和
乎
哉
。
雖

然
、
定
之
以
天
下
之
目
、
則
視
亦
公
、
定
之
以
天
下
之
耳
、
則
聴
亦
公
。
天
下
之
目
者
何
。
尺
度

之
謂
。
天
下
之
耳
者
何
。
律
呂
之
謂
也
。
中
和
之
準
、
備
於
両
者
、
合
与
不
合
、
人
人
得
而
辨
之
、

不
豈
明
乎
。
況
朝
暮
所
習
、
心
染
体
濡
、
声
為
律
、
身
為
度
、
何
中
和
之
難
知
乎
。
若
欲
求
中
和
、

不
由
礼
楽
之
教
、
則
欲
挙
手
摘
星
也
。
非
狂
則
妄
也
。
〔
『
太
平
策
』
、
三
四
六
頁
〕 

（
31
）
故
作
者
之
謂
聖
、
作
器
也
。
述
者
之
謂
明
、
述
器
也
。
神
而
明
之
、
存
乎
其
人
、
神
明
其
器
也
。

識
其
品
式
、
辨
其
条
理
、
善
其
用
、
定
其
体
、
則
黙
而
成
之
、
不
言
而
信
、
皆
有
成
器
之
在
心
而

拠
之
為
徳
也
。
〔
王
夫
之
『
周
易
外
伝
』
（
『
船
山
全
書
』
第
一
冊
（
岳
麓
書
社
、
一
九
八
八
年
）

所
収
）
、
一
〇
二
九
頁
〕 

（
32
）
『
周
易
外
伝
』
、
一
〇
二
八
頁
。 

（
33
）
『
周
易
外
伝
』
、
一
〇
二
七
頁
。 

（
34
）
未
有
弓
矢
而
无
射
道
、
未
有
車
馬
而
无
御
道
、
未
有
牢
醴
璧
幣
・
鐘
磬
管
弦
而
无
礼
楽
之
道
。

則
未
有
子
而
无
父
道
、
未
有
弟
而
无
兄
道
、
道
之
可
有
而
且
无
者
多
矣
。
故
无
其
器
則
无
其
道
、

誠
然
之
言
也
、
而
人
特
未
之
察
耳
。
〔
『
周
易
外
伝
』
、
一
〇
二
八
頁
〕 

（
35
）
『
周
易
外
伝
』
、
一
〇
二
九
頁
。 

（
36
）
『
周
易
外
伝
』
、
一
〇
二
九
頁
。 

（
37
）
治
国
推
教
而
必
有
恆
政
、
故
既
以
孝
弟
慈
為
教
本
、
而
尤
必
通
其
意
於
法
制
、
以
旁
行
於
理
財

用
人
之
中
、
而
納
民
於
清
明
公
正
之
道
。
故
教
与
養
有
兼
成
、
而
政
与
教
無
殊
理
。
〔
王
夫
之
『
読

四
書
大
全
説
』
（
『
船
山
全
書
』
第
六
冊
（
岳
麓
書
社
、
一
九
九
一
年
）
所
収
）
、
四
三
六
頁
〕 

（
38
）
故
聖
人
所
以
化
成
天
下
者
、
習
而
已
矣
。
〔
王
夫
之
『
俟
解
』
（
『
船
山
全
書
』
第
一
二
冊
（
岳

麓
書
社
、
一
九
九
六
年
）
所
収
）
、
四
九
四
頁
〕 

（
39
）
孟
子
言
性
、
孔
子
言
習
。
性
者
天
道
、
習
者
人
道
。
魯
論
二
十
篇
皆
言
習
、
故
曰
性
与
天
道
不

可
得
而
聞
也
。
已
失
之
習
而
欲
求
之
性
、
雖
見
性
且
不
能
救
其
習
、
況
不
能
見
乎
。
易
言
蒙
以
養

正
、
聖
功
也
。
養
其
習
於
童
蒙
、
則
作
聖
之
基
立
於
此
。
〔
『
俟
解
』
、
四
九
四
頁
〕 

（
40
）
先
天
之
性
天
成
之
、
後
天
之
性
習
成
之
也
。
〔
『
読
四
書
大
全
説
』
、
九
六
二
頁
〕 

（
41
）
徂
徠
の
人
性
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
荻
生
徂
徠
の
人
性
論
に
お
け
る
「
習
」
重
視
の
淵
源
に

つ
い
て
―
―
『
中
庸
解
』
を
中
心
と
し
て
」
（
『
文
明
21
』
第
四
一
号
、
二
〇
一
八
年
）
を
参
照

の
こ
と
。 

（
42
）
得
位
、
則
物
不
害
習
而
習
不
害
性
。
不
得
位
、
則
物
以
移
習
於
悪
而
習
以
成
性
於
不
善
矣
。
此

非
吾
形
・
吾
色
之
咎
也
、
亦
非
物
形
・
物
色
之
咎
也
、
咎
在
吾
之
形
色
与
物
之
形
色
往
来
相
遇
之

幾
也
。
〔
『
読
四
書
大
全
説
』
、
九
六
三
頁
〕 

（
43
）
王
夫
之
『
尚
書
引
義
』
（
『
船
山
全
書
』
第
二
冊
（
岳
麓
書
社
、
一
九
八
八
年
）
所
収
）
、
二

九
九
頁
。 

（
44
）
君
子
知
習
俗
之
不
可
陷
而
意
気
之
不
可
恃
也
、
以
為
吾
性
之
中
、
自
有
卓
然
不
撓
之
理
。
而
吾

学
之
正
、
自
有
永
貞
其
守
之
能
。
〔
王
夫
之
『
四
書
訓
義
』
（
『
船
山
全
書
』
第
七
冊
（
岳
麓
書
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社
、
一
九
九
一
年
）
所
収
）
、
一
二
三
頁
〕 

（
45
）
如
見
人
食
梅
、
則
涎
流
不
能
自
禁
、
若
従
未
嘗
食
梅
者
、
涎
必
不
流
。
故
天
下
之
悪
、
以
不
聞

為
幸
。
聞
之
而
知
悪
之
、
亦
是
誤
嚼
烏
喙
、
以
薬
解
之
、
特
不
速
斃
、
未
嘗
不
染
其
毒
。
親
正
人
、

遠
宵
小
、
庶
幾
免
夫
。
〔
『
俟
解
』
、
四
九
二
頁
〕 

 

【
附
記
】 

本
稿
は
中
国
・
国
家
社
科
基
金
重
大
項
目
〝
日
本
朱
子
学
文
献
的
編
纂
与
研
究
〟
（
項
目
批
准
号
：

17
ZD
A0
12

）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 

  

劉 

瑩
（
り
ゅ
う
・
え
い
） 

一
九
九
〇
年
生
ま
れ
。
北
京
大
学
外
国
語
学
院
日
本
語
系
Ｐ
Ｄ
。
専
門
は
日
本
儒
学
史
、
東
ア

ジ
ア
思
想
文
化
。
主
要
論
文
に
「
荻
生
徂
徕
之
〝
習
〟
論
」
（
『
外
国
哲
学
』
第
三
十
五
輯
、
二

〇
一
八
年
六
月
）
、
「
以
『
中
庸
解
』
為
例
試
析
荻
生
徂
徕
的
人
性
論
」
（
『
現
代
哲
学
』
二
〇

一
九
年
第
六
期
、
二
〇
一
九
年
一
一
月
）
、「
孟
荀
各
〝
一
偏
〟
―
―
荻
生
徂
徕
之
〝
祖
型
〟
辨
」

（
『
哲
学
動
態
』
二
〇
二
〇
年
第
五
期
、
二
〇
二
〇
年
五
月
）
な
ど
。 

 

〔
翻
訳
者
〕 

佐
藤 

由
隆
（
さ
と
う
・
よ
し
た
か
） 

一
九
九
〇
年
生
ま
れ
。
京
都
産
業
大
学
・
和
歌
山
大
学
非
常
勤
講
師
。
専
門
は
中
国
思
想
史
・

日
本
思
想
史
。
共
著
に
『
懐
徳
堂
研
究 

第
二
集
』
（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
八
年
一
一
月
）
、
『
教

養
と
し
て
の
中
国
古
典
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
八
年
四
月
）
、
主
要
論
文
に
「
懐
徳
堂

学
派
の
知
行
論
」
（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
六
十
九
集
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月
）
な
ど
。 


